
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子育て中の母親が離婚を考えた時、何よりも心配なのは子どもへの影響です。子どものココロと 

カラダの健やかな成長のためにどうしたらよいのか？経験豊かな弁護士、司法書士、助産師など 

の専門家から子どもと自分を守るために必要な知識を学びます。 

■ 会場        大田区立男女平等推進センター「エセナおおた」 

■ 定員・対象 原則大田区在住・在勤・在学の女性 30 名  申込先着順 

          ＊席に余裕があれば当日参加も可能です。 

■ 講師        馬場 望さん（弁護士・面会交流を支援する会ネロリ代表）他 

■ 参加費     無料 

■ 保  育     1 歳以上未就学児を、ひとり 1 回 600 円でお預かりします。 

（事前申込制 1 月 5 日 申込締切） 

■ 申込方法   E-Mail、FAX で、詳細は裏面をご覧ください。 

 

面会交流とは…？ 
離婚によって離
れて暮らすこと
になった親が、子
どもに会うこと
を意味します。詳
しくは講座で！ 

※この講座は｢２０１５年度 区民のための企画講座募集｣より選出された企画です。 

企画団体：面会交流を支援する会ネロリ 

2015 

・モラルハラスメントもＤＶ。ＤＶの原因を知る。 
・ＤＶが子どもに与える影響を知る。 

子どもはＤＶに気づいている 

・離婚に向けた手続き・調停・裁判を知る。 

・弁護士への相談の仕方。自分でできることを学ぶ。 

離婚がアタマをよぎったら 

・面会交流とは？ 

・子どもとワタシが安心できる面会交流をするために。 

よりよい 面会交流のために 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企画団体・講師 紹介 

FAX、または E-Mail（PC・携帯）に 

① 子ども･離婚･ＤＶにまつわる基礎知識申込 

② 〒住所 ③名前 (ふりがな）④年代  

⑤電話番号 ⑥保育希望の方はお子さんの名前 

（ふりがな）・年齢・FAX番号または PCメール 

アドレスを記入のうえ、下記までお申し込みく 

ださい。（保育カード送付のため） 
＊申込後には必ずこちらから返信をします。申込後３日を過ぎ

ても返信がない場合は、FAX またはメールが届いてない可

能性がありますので必ず電話でお問い合わせください。 

＊個人情報は適切に管理し、今後の講座の案内等に使用さ

せていただきます。講座目的以外には使用しません。 

 

 
〒143-0016 大田区大森北 4-16-4 

大田区立男女平等推進センター 

「エセナおおた」 

電話：03-3766-4586 

F A X：03-5764-0604 

E-Mail：escena@escenaota.jp 

 

JR 大森駅から徒歩 8 分 駐車場はありません。 

 

「面会交流を支援する会ネロリ」2014 年 4 月設立。 

離婚・別居時の非監護親との面会交流について困難を抱えている監護親（主としてドメスティック・バ

イオレンスの被害者）と子どもを支援する活動を行うことにより、子どもの安心・安全が守られる面会

交流を実現することを目的とし、カフェ形式による相談会、面会交流支援プログラム、支援者養成講座

等の企画・運営、個別相談対応・同行支援事業、面会交流仲介事業等を行う団体。 

馬場 望さん（弁護士、社会福祉士、保護司、面会交流を支援する会ネロリ 代表） 

離婚・ＤＶ・性犯罪被害など女性の相談や、児童虐待、いじめなど子どもの問題にも取り組んでいる。 

和田 秀幸さん（司法書士、東京青年司法書士協議会幹事） 

司法書士として、登記や相続遺言等の業務に携わるほか、ＤＶ問題にも関心を持ち「面会交流を支援

する会ネロリ」立ち上げに参加。ＤＶ被害者の支援活動を推進している。 

矢島 秀樹さん（司法書士、東京青年司法書士協議会副会長） 

東京災害支援ネットの中心メンバーとして、東日本大震災の被害者支援活動を精力的に行っている。 

また、ＤＶ被害者支援活動、デートＤＶ防止プログラムのファシリテーターとしても活動中。 

橋本 初江さん（助産師） 

病院勤務の後、26年前より出張形式で助産所を開設する。自宅分娩、育児支援業務をする中でＤＶが

母子に大きな影響を与えていることを知り、ＤＶ被害女性支援活動も行っている。 

吉祥 眞佐緒さん（自治体ＤＶ専門相談員・アウェア事務局長・一般社団法人エープラス代表理事） 

ＤＶ加害者プログラム、ＤＶ被害女性のプログラム等の実施及び実施者養成を行う民間団体「アウェ

ア」で活動。ＤＶ被害女性の自助グループ「エープラス」の代表として、被害女性支援を行っている。 

樋口 裕子さん（司法書士） 

成年後見業務のほか、高齢者や障がい者、児童など家庭内の虐待問題にも取り組む。ＤＶ被害者支援

活動、デートＤＶ防止プログラムのファシリテーターとしてＤＶ問題に積極的に取り組んでいる。 

 


